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はじめに：薬剤師の役割

薬剤師法第一条

薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他
薬事衛生をつかさどることによって、
公衆衛生の向上及び増進に寄与し、も
つて国民の健康な生活を確保するもの
とする。



●処方せん調剤や医薬品販売時には、薬剤師は
まず患者の体質などの情報を収集し、医薬品の
適正な使用が確保できるかを判断する。

●その際、医薬品との相互作用に留意すべき食
品や「健康食品」の使用有無などについても確
認している。

●こうした患者の基礎情報を確認の上、相互作用
などに注意し、販売や調剤を行う。

①国民の「健康食品」使用と
薬局・薬剤師の関わり



調剤時の
患者質問票の例



●服薬指導時には、医薬品との相互作用など
を防止するため、健康食品を使用していない
患者に対しても、摂取に留意すべき食品等に
関しての注意喚起を行っている。

●また、消費者自身にも医薬品と健康食品の
相互作用を注意してもらうために、「お薬手
帳」なども利用し、情報提供をしている。



お薬手帳を用いた注意喚起の例



●医薬品使用に際しての副作用や相互作用の
リスクに関する評価は、物質の特性と使用者
状態の両方から判断し、使用者へ情報提供
している。

●健康食品の使用に関しても、こうした薬学的
管理を応用した対応を行うことが可能である。

→しかし、健康食品は医薬品とは異なり、判断
の根拠となる情報が乏しい。

（成分表示が正しい保証がないなど）



１）医薬品成分や未承認医薬品成分の含有
「健康食品」と称して販売されているものの中には、医薬品成分を

含有しているものがある。（外国製ダイエット食品など）

２）医薬品と同成分のもの
医薬品と同成分であっても「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り
医薬品と判断しない」ものがある。

３）過剰摂取と副作用・相互作用
錠剤・カプセル剤などの食品形態の場合、容易に摂取でき、味やにおい、
満腹感を感じにくいため、同じものを過剰に摂取する可能性が高まる。さ
らに、特定の食品成分を抽出・濃縮したものは、もとの食品と異なる生理
作用を及ぼす可能性もある。

薬学的な視点からの留意点



健康食品を適切に使用する際の着眼点例

その健康食品の成分の効用などが掲載されている論文誌に論文審査を含む投稿論文
規定のあること

その健康食品の含有するアレルギー物質の有無の表示、その他の含有物において文
献等で問題となる報告がないこと

その健康食品に関して複数の信頼出来る情報が無い場合、すでに報告されている他の
類似する健康食品の情報に基づいて薬学的に推察出来る効用であること

その健康食品の形態や抽出方法や濃縮方法などの製造過程で有害な添加物、雑菌が
混入するなどの問題点がないと考えられること

その健康食品の原材料について入手方法において倫理的・法的な問題点がないこと

その健康食品の摂取方法や摂取量において注意事項が記載され、薬学的に、そして栄
養学的にも１日所要量に問題がないこと

その健康食品の表示成分以外に医薬品類似成分が類推されるような効能表示や説明
がされていないこと

その健康食品の含有成分に適した保存方法や消費期限が表示されていること

その健康食品の製造販売元等の連絡先が表示され、副作用など健康被害が生じた場
合、責任を持って適切に対応出来る体制にあること

その健康食品が、他の代替療法と比較して費用対効果において利用者にメリットがある
と判断出来ること



②情報収集、発信の取り組み
東京都・東京都薬剤師会の取り組み





このほかにも、多くの都道府県・地域薬剤師会が消費者向けの情報提供や注意喚起を行っている。

静岡県薬剤師会の取り組み



●「健康食品」については、医薬品的な効果を期
待させ、かつ食品であるから安全であるとの消
費者心理を利用していると思われるような販売
実態があることは大きな問題と考える。

●例えば、「○○大学○○教授の研究による
と・・・」「使用者の体験談では・・・」等々、販売に
際し、都合のよいデータのみを利用するなど。

→消費者が正しく理解し使用するための環境整備
が必要 （広告の適正化、専門家の関与）

③「健康食品」に対する消費者教育の
あり方



○過量摂取について

・ビタミン類（ビタミンＡ、Ｄ 等）

・必須微量元素類（鉄、銅、亜鉛、ヨウ素 等）

これらは生体内で必須成分となるが、量を多くとればよいと
いうわけではない。過量摂取すると、中毒症状等を起こすこ
ともある。

・濃縮エキス

濃縮が図られているので、過量摂取を引き起こしやすく、健
康被害を起こす可能性がある。

④薬剤師から見た
安全性等に関する表示の必要性



○相互作用について

・セント・ジョンズ・ワート（西洋オトギリソウ）
催眠作用などを目的として用いられますが、抗うつ薬等を
服用している人では心臓障害、震えなどを起こすことがあり
ます。また、さまざまな医薬品の効き目を減弱させ、病状を
悪化させる恐れもあります。

・クロレラ、青汁、納豆酵母
抗血液凝固薬のワルファリンを服用している人が摂取する
とワルファリンの効果が減弱する。また、クロレラの代謝過
程で生成するフェオフォルバイトが光線過敏を引き起こすこ
とが報告されています。



○疾患・妊婦との関連について

・ウコン
肝臓に効くと信じて摂取した結果。肝硬変患者、慢性肝炎
患者等に重症肝機能障害が多発、ウコンによる肝機能障害
の報告も多くあります。

・カルシウム
腎機能低下患者においては、カルシウム排出量が低下し
ており、高カルシウム血症を引き起こす可能性もあります。

・ビタミンＡ
妊婦が必要以上に摂取することにより、胎児の催奇形性が
報告されています。



●こうした健康被害を防ぐためにも、適切な注意喚起
は必要と考えます。

●こうした表示が必要と思われる食品の範囲は、厚生
労働省より、通知されている「無承認無許可医薬品
の指導取締りについて」中の医薬品の範囲に関す
る基準を参考に検討していくことが適当と考えます。

●また、こうした表示を検討することと併せて「広告の
適正化」、「被害発生の情報収集・分析・評価体制を
整備」、「問題があると考えられる食品を速やかに
市場から排除できる仕組み」も検討する必要がある
とも考えます。



健康食品の適切な利用のために

○ 含有成分、含有量の表示
○ 安全性等に関する表示（注意喚起）
○ 環境整備

消費者教育の充実、広告の適正化、被害発生の
情報収集・分析・評価体制整備、問題があると考
えられる食品を速やかに市場から排除できる仕
組み

「健康食品」を医薬品の代替品的に使用することにより、
適正な医療を受ける機会を逸し疾病の長期化や重篤化
を招くおそれがあることから、販売に当たっては、情報の
収集、提供が不可欠であり、薬剤師等の専門家の積極的
な関与が必要と考えます。


